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水源保全地域の指定について（報告）

令和４年９月６日付け環水第 170 号による諮問を受け、静岡県環境審議会から当部

会に対し付託されたこのことについて、審議した結果、下記のとおり結論を得たので

報告します。

記

１ 諮問内容

水源保全地域の指定

２ 結論

地域森林計画（森林法第５条第１項）の対象とする森林の区域（森林法第５条第

２項第１号）を水源保全地域として指定することが適当である。（別図のとおり。）

３ 理由

静岡県水循環保全条例第 16 条第１項において、知事は、「水源の保全のために特

に適正な土地利用の確保を図る必要があると認める区域」を、水源保全地域として

指定することができると規定している。

水源の保全のためには、水源涵養機能を有する地域において乱開発を防止するな

ど適正な土地利用の確保を図る必要がある。森林は、降水を貯留し、河川へ流れ込

む水の量を平準化して洪水の緩和や流量の安定に寄与するとともに、雨水が森林土

壌を通過することにより水質を浄化する機能を有しており、水源涵養機能を有する。

そこで、地域森林計画（森林法第５条第１項）の対象とする森林の区域（森林法

第５条第２項第１号）を水源保全地域として指定する。

なお、森林のうち上記の区域以外の森林として、①国有林と②地域森林計画対象

外の民有林がある。①については、国が所有、管理していることから、②について

は、森林として利用することが相当でないと認められる民有林であることから、い

ずれも水源保全地域には指定しない。



010301040105

020302040205

030303040305

040304040405

0302

0402

050305040505 0502

060306040605 0602 0601

070307040705 0702 0701

080308040805 0802 0801

090309040905 0902 0901

100310041005 1002100710081009 1006

090709080909

080708080809

101110121013 10101015 1014

091109120913 09100915 09140916

081108120813 08100815 08140816

07080709071107120713 07100715 07140716

0609061106120613 06100615 06140616

0509051105120513 05100515 05140516

041104120413 04100415 04140416

031103120313 03100315 03140316

0211021202130215 02140216

01110112 0110

02170218

03170318

04170418

05170518

0617

110311041105 1102110711081109 1106111111121113 11101115 1114

120312041205120712081209 1206121112121213 12101215 1214

130313041305130713081309 1306131113121313 13101314

140314041405140714081409 140614111412 1410

150315041507 150615111512 1510

160716111612 1610

1711 1710

1810

1910

2010

1811

1911

2011

1505

索引

水源保全地域

国有林

水源保全地域指定(案)
1:500,000

別図


